
【①及び②のいずれにも該当する者】
雇入日(又は正社員への転換日)から年度末までの
 ①所定内給与額の１か月当たりの平均が
  １８６,５００円以上
 ②月平均所定外労働時間が２０時間以下

【①及び②のいずれにも該当する者】
雇入日(又は正社員への転換日)から年度末までの
 ①所定内給与額の１か月当たりの平均が
  １９７,８００円以上
 ②月平均所定外労働時間が２０時間以下

【①及び②のいずれにも該当する者】
雇入日(又は正社員への転換日)から年度末までの
 ①所定内給与額の１か月当たりの平均が
  ２００,０００円以上
 ②月平均所定外労働時間が２０時間以下
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